
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法であって、該引抜き汚泥に亜硝酸塩
を、亜硝酸イオンが１０～５０ mg／Ｌ対汚泥容量となるように添加し、 pH６未満にて該汚
泥を重力濃縮することを特徴とする汚泥処理方法。
【請求項２】
余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法であって、該引抜き汚泥に亜硝酸
塩を添加し、該汚泥を重力濃縮することを特徴とする汚泥処理方法。
【請求項３】
亜硝酸塩を、亜硝酸イオンが１０～７０ mg／Ｌ対汚泥容量となるように添加する請求項２
記載の汚泥処理方法。
【請求項４】
引抜き汚泥を希釈する請求項１、２又は３記載の汚泥処理方法。
【請求項５】
引抜き汚泥に酸性物質を添加する請求項１ないし４のいずれかに記載の汚泥処理方法。
【請求項６】
重力濃縮後の汚泥を貯留する汚泥貯留槽に亜硝酸塩を添加する請求項１ないし５のいずれ
かに記載の汚泥処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は汚泥処理方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、余剰汚泥を含有する最初沈
澱池引抜き汚泥及び余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥を、亜硝酸塩の存在下で
重力濃縮を行い、濃縮工程から発生する臭気を防止すると共に、以降の工程の臭気発生を
抑制し、かつ最終工程の汚泥の脱水性を向上させることのできる汚泥処理方法に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、下水処理工程における最初沈澱池から発生する汚泥は、通常重力濃縮工程を経て脱
水処理されている。しかしながら、この重力濃縮槽においては、例えば（１）汚泥濃縮不
良、（２）汚泥浮上による濃縮槽越流水への汚濁物質の流出、（３）上記（１）及び（２
）による汚泥脱水性の悪化、（４）硫化水素、メチルメルカプタンに代表される悪臭の発
生、（５）揮散した硫化水素が生物化学的に酸化されて生じる硫酸による濃縮槽自体や付
帯機器の腐食、など数多くの問題がある。
したがって、このような問題に対処するために、例えば臭気については、濃縮槽を覆蓋し
て、臭気を別途処理するなどの対策が講ぜられており、汚泥の濃度低下や脱水性悪化につ
いては、脱水薬剤の開発検討、脱水機の効率向上検討などが行われている。また、濃縮槽
越流水に流出する固形物対策としては、最初沈澱池に汚泥を貯めないようにする、濃縮槽
内の汚泥ゾーンを低く保つなどの運転管理の推進が図られている。しかしながら、これら
の対策では、十分に満足すべき結果が得られていないのが実状である。
ところで、汚泥の重力濃縮槽における前述の現象そのものをなくす手段、あるいは薬剤処
理における薬剤軽減化に関する手段としては、過酸化水素、亜塩素酸ナトリウム、次亜塩
素酸ナトリウムなどの酸化剤が、重力濃縮槽における汚泥浮上の防止や、臭気防止に有効
であることが報告されている。しかしながら、例えば過酸化水素については、分解酸素ガ
スでの浮上があるため、薬剤添加後に曝気による脱気処理を行う必要があり、この場合、
装置が大がかりなものになるのを免れない上、管理が難しいなどの問題が生じる。また、
亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸ナトリウムについても、その添加費用に見合う満足する
効果は得られず、ほとんど実用化されていない。
一方、亜硝酸塩は、汚泥中の微生物活動を抑制して硫化水素の発生を防止する効果、及び
ゆっくりではあるが、すでに発生している硫化水素の分解効果を発揮することが知られて
いる。しかしながら、特開昭５６－３８１９６号公報では、汚泥に亜硝酸塩を添加して浮
上濃縮する技術が開示されているように、あるいは「活性汚泥のバルキングと生物発泡の
制御」（Ｊｉｒｉ　Ｗａｎｎｅｒ著、河野哲朗他訳、技報堂出版、第１０３ページ）では
、亜硝酸塩と同様に生物学的脱窒素が起こる硝酸塩について、６～８ mg／Ｌの硝酸性窒素
の存在は、活性汚泥処理における最終沈澱池で汚泥を浮上させる、という記述があるよう
に、亜硝酸イオン及び硝酸イオンは、汚泥の重力沈降及び汚泥の重力濃縮では、好ましく
ない物質、できれば忌避すべき物質であることが、これまで常識であった。
汚泥処理において、亜硝酸塩を用いた技術としては、例えば特開２０００－２０２４９４
号公報、特開２０００－２８８５９２号公報、特開２０００－３５１０００号公報に、亜
硝酸塩を汚泥濃縮槽に添加して脱水ケーキを消臭することが開示されている。しかしなが
ら、これらの技術は、いずれも脱水ケーキの臭気発生防止に関するものであって、汚泥を
重力濃縮する旨の記載がなく、また、余剰汚泥を含有しており、さらに、亜硝酸イオンの
添加量として、５０ mg／Ｌ以下に設定する旨の記載もない。
また、特開２０００－１８５２９０号公報には、濃縮槽などに亜硝酸塩を添加することが
記載されている。しかしながら、この技術は、過酸化水素を併用するものであり、本発明
とは異なる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前述したような従来の汚泥処理における重力濃縮槽での問題を解決し、濃縮工
程から発生する臭気を防止すると共に、以降の工程の臭気発生を抑制し、かつ最終工程の
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汚泥の脱水性を向上させることのできる汚泥処理方法を提供することを目的としてなされ
たものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、前記目的を達成するために、汚泥消臭剤として適用されている亜硝酸塩に
着目し、その使用条件などについて詳細に検討を重ねた結果、最初沈澱池引抜き汚泥に対
し、亜硝酸イオン量がある範囲になるように亜硝酸塩を添加して、該汚泥を重力濃縮する
ことにより、意外にも汚泥浮上が促進されることがない（悪影響がない）にとどまらず、
浮上時間が格段に無処理より延長する、すなわち亜硝酸塩が従来の常識に反して、顕著な
浮上防止効果を発揮することができ、前記目的を達成し得ることを見出し、この知見に基
づいて本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、
（１）余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法であって、該引抜き汚泥に亜
硝酸塩を、亜硝酸イオンが１０～５０ mg／Ｌ対汚泥容量となるように添加し、 pH６未満に
て該汚泥を重力濃縮することを特徴とする汚泥処理方法、
（２）余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法であって、該引抜き汚泥に
亜硝酸塩を添加し、該汚泥を重力濃縮することを特徴とする汚泥処理方法、
（３）亜硝酸塩を、亜硝酸イオンが１０～７０ mg／Ｌ対汚泥容量となるように添加する第
２項記載の汚泥処理方法、
（４）引抜き汚泥を希釈する第１項、第２項又は第３項記載の汚泥処理方法、
（５）引抜き汚泥に酸性物質を添加する第１項ないし第４項のいずれかに記載の汚泥処理
方法、及び
（６）重力濃縮後の汚泥を貯留する汚泥貯留槽に亜硝酸塩を添加する第１項ないし第５項
のいずれかに記載の汚泥処理方法、
を提供するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明の汚泥処理方法は、（１）余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥を処理する方
法と、（２）余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥を処理する方法の２つの態様が
ある。
本発明の汚泥処理方法においては、余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥（以下、初
沈引抜き汚泥と略称することがある）又は余剰汚泥を含有しない初沈引抜き汚泥に対して
、亜硝酸塩を添加し、該汚泥を重力濃縮する。
前記亜硝酸塩の添加量が多すぎると、亜硝酸の分解が速やかに生じた場合に、急激に窒素
ガスが生じ、その結果汚泥が浮上して濃縮が困難となる。特に余剰汚泥を含有する初沈引
抜き汚泥においてこの傾向が顕著になる。これは、余剰汚泥が亜硝酸イオンを消費する微
生物（亜硝酸還元菌など）を多量に含んでいるためである。したがって、余剰汚泥を含有
する初沈引抜き汚泥に対しては、亜硝酸塩の添加量は、亜硝酸イオンとして５０ mg／Ｌ対
汚泥容量以下にすることが必要である。亜硝酸イオン量が５０ mg／Ｌ対汚泥容量を超える
と汚泥の浮上が生じて濃縮が困難となり、本発明の目的が達せられない。また、亜硝酸塩
の添加量の下限は、亜硝酸イオンとして１０ mg／Ｌ対汚泥容量である。亜硝酸イオン量が
１０ mg／Ｌ対汚泥容量未満では臭気発生防止や炭酸ガス発生抑制による浮上防止、あるい
は腐敗防止の効果が十分に発揮されず、本発明の目的が達せられない。好ましい亜硝酸塩
の添加量は、亜硝酸イオンとして１５～４５ mg／Ｌ対汚泥容量の範囲で選定される。
一方、余剰汚泥を含まない初沈引抜き汚泥の場合には、亜硝酸イオンの消費速度が遅いた
め、前記の余剰汚泥が混合されている場合に比較して、多量の亜硝酸塩を添加しても窒素
ガスが急激に発生せず、汚泥が浮上しにくい。そして、窒素ガスによる汚泥浮上が生じな
い亜硝酸塩の添加量の上限は、処理場によって異なる。したがって、亜硝酸塩の添加量と
しては特に制限はないが、経済性や安全性、効果などを考慮して、一般的には、硝酸イオ
ンとして、１０～７０ mg／Ｌ対汚泥容量であり、好ましくは１５～４５ mg／Ｌの範囲で選
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定される。
また、汚泥濃度が高い場合、臭気発生防止、炭酸ガス生成の抑制、腐敗防止に必要な亜硝
酸塩の必要添加量は増大する。しかし、上述したように、一方で亜硝酸塩の添加量が増大
すると、窒素ガスの発生量が多くなり、その結果汚泥が浮上する危険性が増大する。した
がって、汚泥濃度が高い場合には、汚泥を希釈することが好ましい。濃縮前の引抜き汚泥
の濃度は、２００００ mg／Ｌ未満、特に８０００～１５０００ mg／Ｌの範囲に調整するの
が有利である。引抜き汚泥の濃度が低すぎると、濃縮槽の容量に対して水面積負荷が過大
となり好ましくない。この希釈には、流入下水や最初沈澱池越流水などを使用することが
できる。
【０００６】
また、新設の処理場や、既設処理場でも、汚泥処理フローを改善する場合には、初沈引抜
き汚泥及び余剰汚泥は、それぞれ濃縮処理された後に混合されることがある。そしてこの
場合、初沈引抜き汚泥の濃度が高くなるため、汚泥容量当たりの必要亜硝酸イオン量が増
大することから、上述のように、初沈引抜き汚泥を希釈することは、特に余剰汚泥を含有
しない汚泥に対して有効である。
本発明の汚泥処理においては、汚泥は、余剰汚泥を含有する場合には、 pH６未満で重力濃
縮され、余剰汚泥を含有しない場合にも pH６未満で重力濃縮することが好ましいものの、
本発明が適用できる pHは汚泥性状によって異なる。そして、余剰汚泥の含有の有無に関係
なく、特に pH４ .５～５ .５の範囲に調整するのが好ましい。このように pHを調整すること
により、亜硝酸の分解、消失速度が軽減され、亜硝酸の効果が少量で持続すると同時に、
急激に窒素ガスが発生しなくなるため、窒素ガスによる汚泥浮上も生じにくくなる。この
pHが低すぎると pH依存性の効果が低くなる上、装置の腐食の問題及び二酸化炭素ガスの飽
和濃度が低くなることにより、炭酸ガスが発生しやすくなる。この pH調整には、例えば硫
酸や塩酸などの鉱酸、硫酸第一鉄、塩化第二鉄、塩化第一鉄などの中から選ばれる少なく
とも１種の酸性物質を使用することができるが、後工程での硫化水素の発生のもとになる
硫酸根を含まないものが好ましい。また、鉄塩はリンを固定し、水処理に返流する濃縮分
解水のリンを低減させ、最終的に処理水のリン濃度を削減できることから好ましい。した
がって、特に第二鉄塩を使用することが好ましい。
従来の施設では、余剰汚泥は最初沈澱池あるいはその前段に返送されることが多く、初沈
引抜き汚泥は余剰汚泥と共に濃縮される。このような場合、汚泥濃度は薄いものの、亜硝
酸イオンを消費する微生物（亜硝酸還元菌など）を多量に含んでいる。したがって、前記
の酸性物質の添加による pH調整は、特に余剰汚泥を含有する引抜き汚泥に対して有効であ
る。
さらに、本発明においては、重力濃縮後の汚泥を貯留する汚泥貯留槽に亜硝酸塩を添加す
ることにより、汚泥処理工程全体での臭気発生を効果的に防止することができる。すなわ
ち、初沈引抜き汚泥に亜硝酸塩を添加し、重力濃縮することにより、重力濃縮槽での臭気
発生を防止することができるが、該貯留槽、汚泥脱水工程、脱水ケーキでの臭気発生を完
全には防止することは困難である。したがって、該貯留槽に亜硝酸塩を添加することによ
って、汚泥処理工程全体での臭気発生を防止することが可能となる。
本発明の汚泥処理方法において添加する亜硝酸塩としては、水溶性のものであればよく、
特に制限はないが、経済性などの面から、亜硝酸ナトリウムや亜硝酸カルシウムなどを好
適に使用することができる。亜硝酸亜鉛は、毒性などの点で好ましくない。前記亜硝酸塩
は１種用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
また、本発明においては、特開２０００－２８８５９２号公報及び特開２０００－３５１
０００号公報において、亜硝酸塩と併用した硝酸塩などの金属塩や有機系殺菌剤ソルビン
酸などを亜硝酸塩と共に併用することができる。
図１及び図２は、それぞれ本発明における、余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥及
び余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法の１例を示す工程系統図である
。
【０００７】
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図１の工程系統図においては、下水などの原水は最終沈澱池３からの余剰汚泥と共に、最
初沈澱池１に供給され汚泥が分離される。最初沈澱池１から引抜かれた汚泥は、亜硝酸塩
Ａ又はＢが添加され、重力濃縮槽４において濃縮されたのち、濃縮汚泥として汚泥貯留槽
５に貯留される。この汚泥貯留槽５には、必要により亜硝酸塩Ｃが添加され、濃縮汚泥は
脱水機６により脱水され、脱水ケーキとして排出される。
一方、最初沈澱池１からの上澄み液は、活性汚泥槽２を通って最終沈澱池３に導かれ、汚
泥が分離される。分離された汚泥は、一部が返送汚泥として、活性汚泥槽２へ返送される
と共に、残余は余剰汚泥として最初沈澱池１へ移送される。最終沈澱池３の上澄み液は、
そのままで、又は必要な処理が施されたのち、放流される。
図２の工程系統図においては、下水などの原水は最初沈澱池１に供給され、汚泥が分離さ
れる。最初沈澱池１から引抜かれた汚泥は、亜硝酸塩Ａ又はＢが添加され、重力濃縮槽４
において濃縮される。最初沈澱池１からの上澄み液は、活性汚泥槽２を通って最終沈澱池
３に導かれ、汚泥が分離される。分離された汚泥は、一部が返送汚泥として、活性汚泥槽
２へ返送されると共に、残余は、遠心濃縮機７などにより濃縮されたのち、余剰濃縮汚泥
として、前記の重力濃縮槽４からの濃縮汚泥と共に汚泥貯留槽５に貯留される。この汚泥
貯留槽５には、必要により亜硝酸塩Ｃが添加され、混合濃縮汚泥は脱水機６により脱水さ
れ、脱水ケーキとして排出される。最終沈澱池３の上澄み液は、そのままで、又は必要な
処理が施されたのち、放流される。
前記脱水機６としては、例えば遠心脱水機、ベルトプレス脱水機、スクリュープレス脱水
機、フィルタープレス脱水機、真空脱水機などを用いることができる。
【０００８】
【実施例】
次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によって
なんら限定されるものではない。
なお、実施例及び比較例において、硫化水素の分析は、ガス検知管［ガステック４Ｍ、４
Ｌ又は４ＬＬ］を用い、メチルメルカプタンの分析は、ガス検知管［ガステック７１Ｈ又
は７１］を用いて行った。検出下限濃度は、硫化水素、メチルメルカプタン共に１ ppmで
ある。
実施例１～３及び比較例１～３
余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥について、以下に示す試験を実施した。使用し
た引抜き汚泥の性状は第１表に示すとおりである。
【０００９】
【表１】
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【００１０】
（１）２リットルメスシリンダー沈降試験
試験汚泥について、無処理のまま、又は各種量の亜硝酸イオンを添加し、２リットルメス
シリンダー中での２５℃沈降試験を行い、沈降時間と沈降界面との関係を調べた。その結
果を第２表－１及び図３に示す。
【００１１】
【表２】

10

20

30

40

(6) JP 3900511 B2 2007.4.4



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１２】
（注）表中、＊印は汚泥の浮上又は汚泥層に水の層が認められる。
（２）上澄み液及び沈降汚泥の臭気測定試験
上記（１）の沈降試験において、１０時間経過後の上澄み液、及び２０時間経過後の汚泥
を元の濃度の１ .５倍に濃縮した汚泥の臭気測定試験を行った。なお、２０時間経過後の
浮上汚泥については、下澄み水を除去し濃縮を行った。結果を第２表－２に示す。
表における硫化水素、メチルメルカプタンガスの濃度は、試料５０ mLを空隙容積が５３０
mLとなる容器にとり、２分間振とうした後の気相に存在する各ガス濃度である。
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【００１３】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１４】
（３）濃縮汚泥保管後の臭気測定試験、汚泥性状分析及び脱水試験
上記（１）の沈降試験において、２０時間経過後の汚泥を元の濃度の１ .５倍に濃縮し、
この汚泥をさらに２５℃で５時間又は１０時間保管後、臭気測定試験を行うと共に、１０
時間保管後の汚泥分析と下記の方法に従って脱水試験を行った。なお、比較例１－２、実
施例１－２、実施例２－２及び実施例３－２は、１ .５倍に濃縮した汚泥にさらに第２表
－３及び第２表－４に示す量の亜硝酸イオンを添加した例である。該表中のＮＯ 2

-の合計
添加量は、１ .５倍濃縮前の汚泥に換算した値である。
＜脱水試験＞
汚泥１００ mLを２００ mLビーカーに採取し、市販のカチオン系高分子凝集剤［栗田工業 (
株 )製、登録商標名「クリフィックスＣＰ６０４」］を１５０ mg／Ｌ添加し、凝集撹拌し
たのち、１分間重力ろ過し、ろ過物を０ .１０ＭＰａの圧搾圧力で１分間脱水処理して脱
水ケーキを得た。
このようにして脱水試験により得られたケーキの含水率を測定すると共に、ケーキ固形分
１ｔ当たりのケーキ発生重量（ｔ）及び無処理のケーキ発生重量に対するケーキ減量率を
算出した。
これらの結果を第２表－３及び第２表－４に示す。
【００１５】
【表４】

10

20

30

40

(8) JP 3900511 B2 2007.4.4



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１６】
【表５】
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【００１７】
実施例４～７及び比較例４
余剰汚泥を含まない最初沈澱池引抜き汚泥を最初沈澱処理水を用いて所定の割合で希釈し
たものについて、以下に示す試験を実施した。使用した引抜き汚泥の性状は第３表に示す
とおりである。
【００１８】
【表６】
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【００１９】
（注）試験汚泥は、最初沈澱池引抜き汚泥３容量部と最初沈澱処理水２容量部との混合物
である。
（１）２リットルメスシリンダー沈降試験
試験汚泥について、無処理のまま、又は各種量の亜硝酸イオンを添加し、２リットルメス
シリンダー中での２５℃沈降試験を行い、沈降時間と沈降界面との関係を調べた。その結
果を第４表－１及び図４に示す。
【００２０】
【表７】
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【００２１】
（注）表中、＊印は汚泥の浮上又は汚泥層に水の層が認められる。
（２）上澄み液及び沈降汚泥の臭気測定試験
上記（１）の沈降試験において、１０時間経過後の上澄み液、及び２０時間経過後の汚泥
を元の濃度の１ .８倍に濃縮した汚泥の臭気測定試験を行った。なお、２０時間経過後の
浮上汚泥については、下澄み水を除去し濃縮を行った。結果を第４表－２に示す。
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【００２２】
【表８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２３】
（３）濃縮生汚泥と余剰濃縮汚泥との混合汚泥保管後の臭気測定試験、汚泥性状分析及び
脱水試験
第３表に示す汚泥性状を有する最初沈澱池引抜き汚泥を最初沈澱処理水で５／３倍に希釈
し、さらに１ .８倍濃縮した場合の計算値の汚泥濃度（ＳＳ２１７００ mg／Ｌ）と同濃度
になるように、余剰濃縮汚泥（ pH６ .４６、ＴＳ３１２００ mg／Ｌ、ＶＴＳ８６ .８％／Ｔ
Ｓ、ＳＳ３０４００ mg／Ｌ、ＶＳＳ８７ .２％／ＳＳ、繊維分１ .２％／ＳＳ）を最終沈澱
処理水で希釈し、余剰調整汚泥（ pH６ .５４、ＴＳ２２４００ mg／Ｌ、ＶＴＳ８６ .２％／
ＴＳ、ＳＳ２１８００ mg／Ｌ、ＶＳＳ８７ .３％／ＳＳ、繊維分１ .１％／ＳＳ）を得た。
次に、上記（１）の沈降試験において、２０時間経過後の汚泥を元の濃度の１ .８倍に濃
縮した汚泥３容量部と上記余剰調整汚泥２容量部を混合し、試験汚泥を得た。
この試験汚泥を２５℃で５時間又は１０時間保管後、臭気測定試験を行うと共に、１０時
間保管後の汚泥性状分析と前述の方法に従って脱水試験を行った。なお、比較例４－２、
実施例４－２、実施例５－２及び実施例６－２は、該試験汚泥に、さらに第４表－３及び
第４表－４に示す量の亜硝酸イオンを添加した例である。該表中のＮＯ 2

-の合計添加量は
、混合した余剰調整汚泥部分を除く、余剰汚泥を含まない元の汚泥（１ .８倍濃縮前の汚
泥）に換算した値である。
これらの結果を第４表－３及び第４表－４に示す。
【００２４】
【表９】
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【００２５】
【表１０】
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【００２６】
実施例８～１１
余剰汚泥を含まない最初沈澱池引抜き汚泥を最初沈澱処理水を用いて、所定の希釈倍率に
なるように希釈し、濃度の異なる汚泥を得た。この汚泥に所定量の亜硝酸イオンを添加し
、２リットルメスシリンダー中での２５℃沈降試験を行い、沈降時間と沈降界面との関係
を調べた。その結果を第６表及び図５に示す。
使用した余剰汚泥を含まない最初沈澱池引抜き汚泥の性状は、第５表に示すとおりである
。
【００２７】
【表１１】
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【００２８】
【表１２】
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【００２９】
（注）ＮＯ 2

-添加量１％補正：汚泥濃度１００００ mg／Ｌを基準とした場合の添加量換算
値である。
最大計算濃度：［汚泥濃度／最小沈降界面（％）］×１００
＊：汚泥の浮上又は汚泥層に水の層が認められる。
実施例１２～１４及び比較例５～７
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余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥について、以下に示す試験を実施した。使用し
た引抜き汚泥の性状は第７表に示すとおりである。
【００３０】
【表１３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
（１）２リットルメスシリンダー沈降試験
余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥をそのまま、又は酸性物質を所定量添加し、こ
のものに亜硝酸イオンを添加せずに又は３０ mg／Ｌ添加して２リットルメスシリンダー中
での２５℃沈降試験を行い、沈降時間と沈降界面との関係を調べた。その結果を第８表－
１及び図６に示す。
【００３２】
【表１４】
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【００３３】
（注）
ＰＦＳ：ポリ硫酸第二鉄（Ｆｅ１１％含有液状品）
ＦＣ：塩化第二鉄（Ｆｅ１３％含有液状品）
＊：汚泥の浮上又は汚泥層に水の層が認められる。
（２）上澄み液及び沈降汚泥の臭気測定試験
上記（１）の沈降試験において、１０時間経過後の上澄み液、及び２０時間経過後の汚泥
を元の濃度の１ .５倍に濃縮した汚泥の臭気測定試験を行った。なお、２０時間経過後の
浮上汚泥については、下澄み水を除去し濃縮を行った。結果を第８表－２に示す。
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【００３４】
【表１５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３５】
【発明の効果】
本発明の汚泥処理方法は、余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥及び余剰汚泥を含有
しない最初沈澱池引抜き汚泥を、亜硝酸塩の存在下で重力濃縮して、濃縮工程での汚泥浮
上と臭気発生を防止すると共に、以降の工程の臭気発生を抑制し、かつ最終工程の汚泥の
脱水性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明における余剰汚泥を含有する最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法の
１例を示す工程系統図である。
【図２】図２は、本発明における余剰汚泥を含有しない最初沈澱池引抜き汚泥の処理方法
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の１例を示す工程系統図である。
【図３】図３は、実施例１～３及び比較例１～３において、沈降試験における沈降時間と
沈降界面との関係を示すグラフである。
【図４】図４は、実施例４～７及び比較例４において、沈降試験における沈降時間と沈降
界面との関係を示すグラフである。
【図５】図５は、実施例８～１１において、沈降試験における沈降時間と沈降界面との関
係を示すグラフである。
【図６】図６は、実施例１２～１４及び比較例５～７において、沈降試験における沈降時
間と沈降界面との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
１　最初沈澱池
２　活性汚泥槽
３　最終沈澱池
４　重力濃縮槽
５　汚泥貯留槽
６　脱水機
７　遠心濃縮機
Ａ、Ｂ、Ｃ　亜硝酸塩
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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